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浄化槽工事業について  

 
 鳥取県内で浄化槽工事業を営もうとする場合、鳥取県知事に浄化槽工事業の登録、もしくは特例浄

化槽工事業の届出をする必要があります。 
建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの許可を有する場合

は「届出」，それ以外の場合は「登録」の申請となります。 
 
 
         
 
 
 
               
 
 

１．【浄化槽工事業の登録】 
「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれの建設業許可を受けていない場合、浄化

槽工事を受注・施工する前に、浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受

けなければなりません。登録により軽微な浄化槽工事（請負金額が５００万円未満の工事。ただし、

建築工事にあっては請負金額が１，５００万円未満、または延べ面積が１５０平方メートル未満の工

事。）を請け負うことができます。 
（１）登録要件 
 ①営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと。 
  ②以下 a～eの欠格事由に該当しないこと。 
 ａ 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過しない者 
  ｂ 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から 2年を経過しない者（浄化槽工事

業者が法人である場合には、その処分のあった日前 30 日以内にその法人の役員であった者を

含む） 
  ｃ 都道府県知事より事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 
  ｄ 登録申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、 常用名事実の記載を欠いている

とき 
  ｅ 浄化槽工事業にかかる営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人

が a～dまでに該当する者 
  ｆ 法人でその役員等（※）のうちに a～e までに該当する者があるもの 

※暴力団排除の徹底に伴い、役員の範囲が以下のとおり拡大されました。 
役員等とは、従来の役員（「業務を執行する社員」、「取締役」、「執行役」若しくはこれら

に準ずる者）に加え、「相談役」、「顧問」並びに役員と同等以上の支配力を有する可能性の

ある者として「総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主」及び「出資の総額の 100 分の

5 以上に相当する出資をしている者」（個人に限る。）が含まれます。 
 

「土木工事業」 
「建築工事業」 のいずれかの許可を受けている場合 
「管工事業」 

特例浄化槽工事業の届出 

「土木工事業」 
「建築工事業」 のいずれの許可も受けていない場合 
「管工事業」 

浄化槽工事業の登録 
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（２）提出書類 

様式
 

書類の種類
 有無 

備考
 

法人 個人 
第 1号 浄化槽工事業者登録申請書 ○ ○  

第 2号 誓約書
 

○ ○ 
申請者が法人であるときはその代表者，個人で

あるときは本人が誓約すること 

 浄化槽設備士免状の写し ○ ○ 浄化槽設備士証の写しでも可 

第 3号 工事業登録申請者の調書 ○ ○ 
法人は役員等（※）全員，個人は本人 
又は法定代理人の調書 

第 4号 浄化槽設備士の調書 ○ ○  
 浄化槽設備士の住民票の抄本 ○ ○  
 登記簿謄本 ○   
 登録申請者の住民票の抄本  ○  

※暴力団排除の徹底に伴い、役員の範囲が以下のとおり拡大されました。 
役員等とは、従来の役員（「業務を執行する社員」、「取締役」、「執行役」若しくはこれらに準

ずる者）に加え、「相談役」、「顧問」並びに役員と同等以上の支配力を有する可能性のある者と

して「総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主」及び「出資の総額の 100 分の 5 以上に相当

する出資をしている者」（個人に限る。）が含まれます。 
 
（３）登録手数料 
 鳥取県の収入証紙で納付してください。 

新規の登録 ３３，０００円 
更新の登録 ２６，０００円 

 

（４）登録の有効期間 
登録の有効期間は登録日から起算して５年間です。（新規登録の場合登録日の翌日から起算して５

年間。） 
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（５）登録を受けたあとの届出等 
①変更の届出 

 登録を受けた後，下記の変更事項が生じた場合には，必要な書類を添付して様式第７号による浄化

槽工事業者登録事項変更届出書を変更のあった日から３０日以内に登録を受け 
た都道府県知事に提出しなければなりません。 
法人 個人 変更事項 添付書類 

 ○ 氏名又は名称 住民票の抄本又はこれに代わる書面 
○  名称 登記簿謄本 

 ○ 住所 住民票の抄本又はこれに代わる書面 
○  住所 登記簿謄本 
○  代表者の住所 登記簿謄本 

 ○ 営業所の名称又は所在地 なし 
○  営業所の名称又は所在地 商業登記の変更を必要とする場合には登記簿謄本 

○  役員等の氏名 
登記簿謄本 
 新たに役員等となる者がある場合には誓約書（様式第２

号）及び当該役員等の調書（様式第３号） 

○ ○ 
浄化槽設備士の氏名及び浄化

槽設備士免状の交付番号 

当該浄化槽設備士の 
（１）浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し 
（２）調書（様式第４号） 
（３）住民票の抄本又はこれに代わる書面 

②廃業等の届出 
 下記に掲げる事項に該当するに至った場合には、下表の右欄に掲げる者は、３０日以内に登録を受

けた都道府県知事に書面をもってその旨を届出なくてはなりません。 
特に指定された様式等はありません。 

廃業等の届出事項 届出をすべき者 
１ 死亡した場合 その相続人 
２ 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者 
３ 法人が破産により解散した場合 その破産管財人 
４ 法人が合併又は破産以外の事由によ  

  り解散した場合 
その清算人 

５ 浄化槽工事業を廃止した場合 浄化槽工事業者であった個人又は浄化槽工事業者であった

法人の役員 

③更新の登録 
 ５年を越えて引き続き浄化槽工事業を営む場合は，有効期間の満了する日の３０日前までに，「更

新」の手続きが必要となります。更新の申請は，登録の有効期間満了の日前３０日までに，更新の登

録に係る申請書類を都道府県知事に提出しなければなりません。 
 なお、提出書類は新規登録の場合と同様です。 
④土木工事業、建築工事業、とび土工・工事業の建設業許可を取得した場合 

 浄化槽工事業者登録事項変更届出書（様式第７号）により許可の取得を届け出てください。その後、

新たに特例浄化槽工事業者の届出をしてください。 
 
（６）提出部数  ２部（正本１部、副本１部） 
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２．【特例浄化槽工事業者の届出】 
「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの建設業許可を受けている場合は、浄

化槽工事業を開始した時に、浄化槽工事業を行う区域を管轄する都道府県知事に届出をしなければな

らなりません。なお、有効期間は無期限です。 
（１）提出書類 

様式
 

 
書類の種類

 

 
要否 備考

 

 法人 個人 
第１１号     特例浄化槽工事業届出書      ○ ○  

     浄化槽設備士免状の写し      ○ ○ 浄化槽設備士証の写しでも可 
第４号      浄化槽設備士の略歴書      ○ ○  

    建設業の許可通知書の写し     ○ ○ 建設業許可証明書でも可 

    浄化槽設備士の住民票抄本     ○ ○  

 

（２）届出を行った後の注意 
①変更の届出（様式第１２号） 

 下記の事項に変更が生じた場合には，遅滞なく下表に掲げる書類を添付して特例浄化槽 
工事業者届出事項変更届出書を都道府県知事あて提出しなければなりません。 
法人 個人 変更事項 添付書類 

 ○ 氏名又は名称及び住所 なし 
○  名称及び住所 なし 
○  代表者氏名 なし 

○ ○ 

建設業法に基づき許可を受けた（更新を含む。） 
 （１）業種 

（２）許可番号 
 （３）許可年月日 

許可通知書の写し又は許可証明書等 
 
 
 

○ ○ 
浄化槽工事業を営む営業所の名称又は所在地 なし 

 

○ ○ 

浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交

付番号 
 
 
 

当該浄化槽設備士の 
（１）浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽 

     設備士証の写し 
（２）略歴書 
（３）住民票の抄本又はこれに代わる書面 

 なお、建設業の許可は５年で更新されることになっており、この更新がなされると必ず許可番号が

変更されますので（（特‐１８）第１００号→（特‐２３）第１００号）、この場合にも変更の届出

が必要ですので注意して下さい。 
②廃業等の届出 

 特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止したときは，遅滞なくその旨を届出している都道府県知

事に書面をもって届出なければなりません。特に指定された様式等はありません。 
③土木工事業、建築工事業、とび土工・工事業の建設業許可を失った場合 

 特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書（様式第１２号）により許可の変更を届け出てください。

その後、新たに浄化槽工事業者の登録申請をしてください。 
 

（３）提出部数  ２部（正本１部、副本１部） 
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【浄化槽工事業の登録申請、特例浄化槽工事業の届出等の提出先】 
担当窓口 本店の所在地 

県土整備部 県土総務課 
〒６８０－８５７０ 鳥取市東町１－２２０ 
電 話 ０８５７－２６－７３４７ 
ＦＡＸ ０８５７－２６－８１９０ 

鳥取県外 

鳥取県土整備事務所 建設総務課 
〒６８０－００６１ 鳥取市立川町６－１７６ 
電 話 ０８５７－２０－３５９４ 
ＦＡＸ ０８５７－２０－３５９８ 

鳥取市、岩美町 
 
 
 

八頭県土整備事務所 建設総務課 
〒６８０－０４６１ 八頭郡八頭町郡家１００ 
電 話 ０８５８－７２－３８５３ 
ＦＡＸ ０８５８－７２－３２４４ 

八頭町、智頭町、若桜町 
 
 
 

中部総合事務所県土整備局 建設総務課 
〒６８２－０８０２ 倉吉市東巌城町２ 
電 話 ０８５８－２３－３２４３ 
ＦＡＸ ０８５８－２２－７８６３ 

倉吉市、湯梨浜町、三朝町、琴浦町、北栄町 
 
 
 

西部総合事務所米子県土整備局 建設総務課 
〒６８３－００５４ 米子市糀町１－１６０ 
電 話 ０８５９－３１－９７０４ 
ＦＡＸ ０８５９－３３－４１１０ 

米子市、境港市、大山町、南部町、伯耆町、日吉津村 
 
 

西部総合事務所日野振興センター 

日野県土整備局 建設総務課 
〒６８９－４５０３ 日野郡日野町根雨１４０－１ 
電 話 ０８５９－７２－２０２３ 
ＦＡＸ ０８５９－７２－１３９８ 

江府町、日野町、日南町 
 
 
 

 
 


